
 

 

 

 

 

 軽種馬取引に係る各種契約書について（民法改正版） 

 軽種馬取引に係る契約のポイント（副読本） 
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はしがき 

 

本協会では、地方競馬全国協会の補助を受け、より強い馬づくりに取り組む担

い手経営のニーズに対応しうる指導者を育成し、関係機関が一体となって軽種

馬経営に対する指導を強化することにより、軽種馬経営の高度化と安定を図り、

もって競馬の健全な発展に資することを目的とした軽種馬経営高度化指導研修

事業を公益社団法人中央畜産会へ委託して実施している。 

 その一環として、平成 28 年３月に「軽種馬取引に係る各種契約書について」

を発行し、さらに⺠法改正に対応するため「軽種馬取引に係る各種契約書につい

て（⺠法改正版）」として令和３年２月に改定した。 

軽種馬取引においては、契約成⽴から引き渡しに⻑期間を要する場合もあり、

生産者とバイヤーの間でのトラブルが散見され、経営上の大きなリスクとなっ

ていることから、適切な契約書による契約が望まれていたところである。 

しかしながら、生産者が自ら契約書を作成することは、その専門性から容易で

はなく、専門家の作成による契約書のひな型の利用とその理解が必要である。 

本書は、契約書のひな型を含む⺠法改正版について、より多くの軽種馬営農指

導者や軽種馬生産者、軽種馬購買者、軽種馬市場関係者で活用いただけるよう、

契約のポイントについて重点的に解説し、実際にあった契約上のトラブルを例

示したものである。 

本書の作成にあたっては、⺠法改正版を執筆いただいた⾚坂⻄法律事務所 弁

護士 鍋谷博敏氏に取りまとめていただいた。この場を借りて厚く御礼申し上げ

る。 

この「軽種馬取引に係る契約のポイント」が軽種馬取引の現場で広く活用され、

公正な取引を通じた軽種馬経営の安定と発展に寄与されることを願うものであ

る。 
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